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発注者 計画調整局 

（解体工事等） 

建設局 

（認定道路内で行う土木

工事） 

環境局 

受注者等 

届出（解体工事等）着手の７日以上前まで 

変更命令（解体工事等） 

（届出内容に不備がある場合） 

申告（再資源化等） 

（受注者からの再資源化に関する報告に疑

義がある場合） 

説明 
業者の選

択・契約 
書面による完了報告 

（再資源化） 

分別解体等に

関する助言・

勧告・命令 

再資源化等に

関する助言・

勧告・命令 


